
巡回バス運行業務委託仕様書 

１．運行業務委託概要  

芦屋町（以下「甲」という。）が行う巡回バス事業において、受託者（以下 

「乙」という。）は、芦屋町巡回バス運行管理要綱（別紙）に基づき運行業 

務を行う。 

２．維持管理 

（1）巡回バスの運行に伴う維持管理等に要する次の経費は、乙が負担する。 

  ① 人件費 

② 車両整備費（自動車重量税、自賠責保険料を含む） 

  ③ 修繕料（想定困難な重大故障（１件３０万円を超える故障）を除く） 

  ④ 燃料油脂費(エンジンオイルを含む) 

  ⑤ 消耗品（車両備品等） 

  ⑥ 任意保険料 

  ⑦ 車両清掃費（庁舎水道代は除く） 

  ⑧ その他各号の付帯事項 

（2）乙は、この契約期間中、車両等を善良なる管理者の注意をもって維持管理

すること 

３．委託料の支払 

乙は、甲により委託業務履行の確認を受けた後、委託料を甲の指示する方

法により(毎月１回)甲に請求するものとする。 

なお、支払は月額払いとする。 

４．運行の安全確保 

巡回バスの安全な運行のため、乙は、次の事項を遵守するものとする。 

 (1) 乙は、巡回バス運行に際しては、関係法規を遵守し、安全な運行を行わ

なければならない。 

 (2) 乙は、運行に従事する者に対し、業務遂行に必要な事項につき研修等を

随時行わなければならない。 

 (3) 乙は、緊急の場合を除き業務遂行について問題が生じた場合は、甲と協

議のうえ処理するものとする。 

５．運行中止の連絡 

（1）甲は、運行を中止しなければならない理由が生じた場合は、速やかに乙 

及び利用者に連絡する。 



６．運行の遅延及び事故等の対応  

（1）乙は、理由のいかんに関わらず、巡回バスが遅延した場合又は遅延が予 

測される場合には、直ちにその旨を甲及び利用者に連絡しなければなら

ない。 

（2）乙は、故意または過失により、車両等の全部または一部を消失または棄

損したときは、直ちに甲に報告するとともに自己の責任において速やか

に原状回復をしなければならない。 

（3）乙は、車両等の故障又は自己のやむを得ない理由により、巡回バスの運 

   行ができない場合は、速やかに甲及び利用者に連絡するとともに予備車 

両による運行の手配をしなければならない。 

（4）乙は、甲が所有する予備車両による運行を手配したうえで、なお運行に

用いる車両が不足する場合、乙が所有する車両による運行の手配を行わ

なければならない。 

７．損害賠償責任 

（1）乙は、巡回バスの運行に伴う事故により生じた損害賠償責任その他一切の 

責任を負うものとし、これに要するすべての費用は乙の負担とする。 

（2）乙がこの契約に定める義務に反し甲または第三者に損害を与えたときは、 

乙はその損害相当金額を損害賠償として支払わなければならない。 

８．契約の解除 

（1）甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一 

部を解除することができる。 

①乙が故意又は重大な過失により、車両等の全部または一部を消失又は棄 

損したとき。 

        ②乙がこの契約条項に違反したとき。 

（2）前項第１号及び第２号の規定による契約の解除により乙が損害を受けるこ 

とがあっても、甲はその損害の責を負わないものとする。 

９．保管場所 

乙は、車両を芦屋町役場庁舎駐車場に適正な方法で管理するものとする。 

ただし、適切な管理を行えると甲が判断した場合は、乙はその他の場所

に保管することができる。 

１０．契約外の事項 

この仕様書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じたときは、

必要に応じ甲乙協議のうえ定めるものとする。 



１１．秘密保持及び個人情報の保護 

（1）乙は、この契約に係る業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（2）乙は、個人情報の取扱につき、別記「個人情報取扱事項」を遵守しなけ 

ればならない。 

１２．委託期間 

(1) 事前準備 

  契約締結日から令和 8 年 3 月 31 日まで 

(2) 運行業務 

  令和 8年 4月 1日～令和 11 年 3 月 31 日までの毎週月曜日から土曜日 

（8月 13 日～15 日、12 月 29 日～翌年 1 月 3 日までは除く） 

１３．運行内容 

（1）運行コース 

北コース（全 38 停留所 18.0 キロ） 

東コース（全 28 停留所 16.8 キロ）  

南コース（全 40 停留所 15.0 キロ） 

（2）運行時間（別紙時刻表のとおり） 

午前 8 時 10 分～午後 4 時 00 分（始業点検・清掃等除く） 

（3）運行日予定日数 

令和 8 年度  年間 305 日 

令和 9 年度  年間 307 日 

令和 10 年度 年間 306 日 

（日曜日、8 月 13 日～15 日、12 月 29 日～翌年 1 月 3 日までは除く） 

（4）運行数 

   全コース 各 7便 

１４．使用車両 

芦屋町所有の次の車両による。 

   ①日産キャラバン  14 人乗り（3台）※6月末納車予定車両を含む 

  ②トヨタハイエース 15 人乗り（1台） 

  ③トヨタハイエース 10 人乗り（1台） 

１５．付帯業務  

 （1）窓口対応 

   利用者からの時刻等についての問い合わせ、苦情等の受付を実施すること 

 （2）車両の整備 



   ①車両整備基準に基づく車両の維持管理を実施すること 

（3ヶ月点検、ブレーキ関係のＯＨ及び定期交換などの実施） 

   ②車載機器や車体などの修理を実施すること 

１６．受託者の責務等  

巡回バスの運行に関し、下記のとおり周到な事前準備及び適正な人的配置

を行うこと。 

（1）乗務員 

①「事故防止研修」「人権研修」「運行路線」「車両装備」などの研修を実

施すること。 

②「個人カルテによる体調指導管理」を実施すること。 

③「出退勤時の対面点呼（免許証携帯確認）」及び「アルコール検知器に

よる検査」を実施すること。 

④その他、乙が一般乗務員等に対して実施するものと同等の取り組みを

行うこと。 

（2）運転手の配置について 

①年齢は 70 歳以下であること。ただし、65 歳以上の者は、独立行政法人

自動車事故対策機構が実施する適性判断を受けていること。 

②乗務員の急病など不測の事態に対応できるよう、予備要員を確保する

こと。 

（3）乗務員の不正防止について 

乗務員が不正を行うことができないような体制を整えること。 

（4）休憩 

乙は、乗務員の休憩場所を確保すること。 

ただし、休憩場所の確保が困難である場合は、甲に相談の上、芦屋町役

場庁舎内において指定箇所を休憩場所として使用することができるもの

とする。 

 

(5) その他 

・ バス車両の整備履歴を確認し、車両の状態を把握すること。 

・ 車両の洗浄については、適正な手法・回数で行うこと。（庁舎の水道

水は利用可とする。）、 

・ 甲において、別途本仕様書に定める車両を活用する他の業務について

委託する場合があり、その契約については乙と業務委託担当課の間で

行うものとする。 

・ 委託期間において、乙が本仕様書に定める車両を運行時間外に活用す

る事業を提案する場合、甲乙協議のうえ、別途契約を行うものとする。 










